
© 2020 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Limited  ("KPMG International"),  a private English company limited by guarantee. All rights reserved. Printed in China. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

背景   
 

北京市のサービス業は、改革開放以降に高度成長期を迎え、徐々にサービス業を主導とする開放型経済体制を構築してき
た。2015年、北京市はすでに全国に先駆けて初のサービス業開放拡大総合試行都市となった。北京市が中国サービス業の
開放においてその指導的役割をよりよく発揮できるよう、国務院は「業務方針」で北京市における新たなサービス業の開放拡大
総合試行プログラムの深化および国家サービス業開放拡大総合モデルエリアの建設を明確に支持している。 

「業務方針」は2つの段階に分かれて実施される予定である。即ち、2025年までに、貿易・投資の利便性に重点を置いたサー
ビス業開放拡大体制を基本的に整え、市場化・法治化・国際化に適したビジネス環境をさらに改善し、産業競争力を著しく
強化して、リスク予防と管理を効果的に行い、中国サービス業の開放拡大を力強く牽引していく。2030年までに、貿易・投資
の自由化と利便化、国境を越えた資金移動・人材の就職・輸送の利便化、データの安全かつ秩序立った送受信を実現し、国
際的にハイレベルな経済貿易規則に対応できるサービス業開放体制を基本的に構築して、サービス業の経済規模と国際競
争力を世界のトップレベルまでに引き上げる。 

KPMGの所見    

「業務方針」は、サービス業における重要分野の改革開放拡大の深化、重要園区でのサービス業開放拡大の模範的な発展
の推進、国際的な基準に準じた制度革新体制の構築、サービス業の開放拡大のための要素供給の最適化という4つの観点
から、26項目の具体的なタスクを提出した。その中で、下記の税収優遇政策は注目に値する。 

税収優遇政策のハイライト KPMGの分析 

• ベンチャーキャピタルの企業所得税優遇に係るパイロット政策
の実施 

中関村国家自主創新モデルエリアでベンチャーキャピタルの企
業所得税優遇に係るパイロット政策を実施する。パイロット期
間内に、条件に該当するベンチャーキャピタルに対して、年末
における個人株主の持株比率に応じて企業所得税を免除
し、長期投資を推奨して、個人株主が当該企業から取得し
た配当金は規定に従って個人所得税を納付する。具体的な

• 当該優遇政策は、ベンチャーキャピタルにとって重要な優
遇政策であり、ベンチャーキャピタルが抱えている二重課
税の問題を解決する有効な方法となる。即ち、ベンチャー
キャピタルはこれまで、取得した所得に関して、会社が企
業所得税を納付し、利益を個人株主に配当する際に個
人所得税を納付する必要があった。 

（当該優遇政策に対するKPMGの後続の詳細な解説
をご参照ください。） 

  北京のサービス業開放拡大を後押しする税収優遇政策 
 
   概要：  

• 2020年9月7日、国務院は「北京市における新たなサービス業の開放拡大総合試行プログラムの深化および国家サービス
業開放拡大総合モデルエリアの建設に関する業務方針」（以下、「業務方針」）を承認した。同方針で打ち出された一
連の税収優遇政策は、北京市が中国サービス業の開放的・革新的な発展を推進する国家級モデルエリアの構築を後押
しするものとなる。 
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条件は財政部、税務総局などの関連部門により確定される。 

• 特定分野のハイテク企業の認定条件の簡素化。 

北京で集積回路、人工知能、バイオ医薬、重要材料などの
分野に従事する一定規模以上の製造・研究開発企業のハ
イテク企業認定に関しては、1年以上経営し、かつ研究開発
費用の総額に占める中国国内で発生した研究開発費用の
合計金額が50%以上という条件で、「届出れば承認される」
を実行する。ハイテク企業として認定された場合、関連規定に
従い所得税優遇などの政策を享受でき、事中・事後の監督
と管理を強化して、ハイテク企業の認定基準に合致しないこと
が発見された場合は、関連規定に従って処理される。 

• 今後、北京で集積回路、バイオ医薬、重要材料などの
分野に従事する企業のハイテク企業認定に関しては、一
定の研究開発費用の構成比に達すると、「届出れば承
認される」という優遇政策を享受できるものの、ここ数年、
政府は次第にハイテク企業に対する事後監督・管理を強
化し、条件に該当しない企業のハイテク企業資格を取り
消している。監督管理部門が認定後に実施する抜き打
ち検査に備えるために、企業は事前の情報整理と準備を
整え、完備した研究開発管理システムを構築しなければ
ならない。 

• 外国ハイエンド人材に対する個人所得税優遇政策。 

北京市の特定地域において外国ハイエンド人材に対する個
人所得税優遇政策の実施を検討する。 

• 現在、具体的な優遇政策はまだ検討段階にあり、公布
されていない。しかし、粤港澳大湾区（グレーターベイエリ
ア）および海南自由貿易港がハイエンド人材を誘致する
ために導入した個人所得税優遇政策を参考するものと
思われる。例えば、粤港澳大湾区に勤務する国外（香
港・マカオ・台湾を含む）ハイエンド人材及び不足人材に
対して、個人所得税負担額の差額に基づき補助金を支
給し、かつ当該補助金にかかる個人所得税を免除する。
海南自由貿易港で勤務するハイエンド人材及び不足人
材を対象に、個人所得税の実際税負担額が15%を超
過した部分に対して、個人所得税を免除する。 

• 技術移転所得税の免税上限額を2,000万人民元にまで引
き上げる。 

中関村国家自主創新モデルエリアの特定地域で技術移転
所得税優遇に係るパイロット政策を実施する。パイロット期間
内に技術移転所得の課税免除額を500万人民元から
2,000万人民元にまで引き上げ、税収優遇を享受できる技
術移転範囲と条件を適切に緩和する。詳細は財政部、税務
総局などの関連部門により確定される。 

• 技術移転の需要のある企業にとって、これは朗報である。
この税収優遇政策を適格に享受できるよう、企業は、政
府部門が後続して打ち出される優遇政策を享受できる
技術移転の範囲と条件に注目する必要がある。 

 

現在、上述の政策に関する詳細な実施規定の公布が待たれている。企業は、政府の政策動向に注目するようご提案します。
優遇政策を十分に享受できるよう、必要に応じて専門機関にアドバイスを求めることもできます。 
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